
平
成
三
十
年
六
月
二
十
二
日
受
領

答

弁

第

三

八

〇

号

内
閣
衆
質
一
九
六
第
三
八
〇
号

平
成
三
十
年
六
月
二
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
松
平
浩
一
君
提
出
ビ
ー
ル
の
官
製
値
上
げ
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
松
平
浩
一
君
提
出
ビ
ー
ル
の
官
製
値
上
げ
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
改
正
法
で
酒
の
安
売
り
規
制
を
強
化
し
た
目
的
」
に
つ
い
て
は
、
酒
税
法
及
び
酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
業
組

合
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
二

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
業
組
合
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
号
。
以
下
「
新

酒
類
業
組
合
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
、
「
財
務
大
臣
は
、
酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
の
取
引
の

円
滑
な
運
行
を
図
る
た
め
、
酒
類
に
関
す
る
公
正
な
取
引
に
つ
き
、
酒
類
製
造
業
者
又
は
酒
類
販
売
業
者
が
遵
守
す
べ
き
必

要
な
基
準
（
以
下
「
公
正
な
取
引
の
基
準
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
」
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
平
成
二
十

八
年
五
月
十
日
の
衆
議
院
財
務
金
融
委
員
会
に
お
い
て
行
わ
れ
た
改
正
法
の
起
草
案
の
趣
旨
及
び
概
要
の
説
明
で
は
、
「
酒

税
の
保
全
及
び
酒
類
の
取
引
の
円
滑
な
運
行
を
図
る
と
と
も
に
、
酒
類
の
適
正
な
販
売
管
理
の
確
保
を
図
る
た
め
、
所
要
の

改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
」
と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
お
り
、
御
指
摘
の
よ
う
な
「
中
小
の
酒
販
店
を
保

護
す
る
」
も
の
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。

な
お
、
国
税
庁
と
し
て
は
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
「
酒
類
の
公
正
な
取
引
に
関
す
る
基
準
」
（
平
成
二
十
九
年
国
税
庁

一



告
示
第
二
号
。
以
下
「
酒
類
公
正
取
引
基
準
」
と
い
う
。
）
を
制
定
す
る
と
と
も
に
、
取
引
状
況
等
実
態
調
査
を
実
施
し
、

新
酒
類
業
組
合
法
等
の
適
正
な
執
行
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

改
正
法
に
つ
い
て
は
、
施
行
後
一
年
余
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
「
こ
の
政
策
に
よ
り
得
ら
れ
た
メ
リ
ッ
ト
と
こ
の
政
策
に
よ

る
デ
メ
リ
ッ
ト
」
を
お
示
し
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
新
酒
類
業
組
合
法
第
八
十
六
条
の
三
第
六
項
に

お
い
て
、
「
財
務
大
臣
は
、
お
お
む
ね
五
年
ご
と
に
公
正
な
取
引
の
基
準
に
再
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
こ
れ
を
改
正
す
る
も
の
と
す
る
。
」
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
、
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

な
お
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
同
条
第
一
項
で
は
、
「
財
務
大
臣
は
、
酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
の
取
引
の
円
滑

な
運
行
を
図
る
た
め
、
酒
類
に
関
す
る
公
正
な
取
引
に
つ
き
、
酒
類
製
造
業
者
又
は
酒
類
販
売
業
者
が
遵
守
す
べ
き
必
要
な

基
準
（
以
下
「
公
正
な
取
引
の
基
準
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
」
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
国
税
庁
と
し
て
は
、

同
項
の
規
定
に
基
づ
き
酒
類
公
正
取
引
基
準
を
制
定
す
る
と
と
も
に
、
取
引
状
況
等
実
態
調
査
を
実
施
し
、
新
酒
類
業
組
合

法
等
の
適
正
な
執
行
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


